
前
川
刷
H

務
軒
。
嗣
H

撲
は
天
保
十
三
年
率
以
か
ら
、
弘

化
三
年
仲
容
に
京
る
ま
で
重
症
の
聞
紙
に
縫
っ
た

が
、
そ
の
悠
え
た
後
、
勝
筋
の
師
皿
銀
せ
ざ
る
こ
と
無

病
の
人
と
呉
な
る
こ
と
な
か
っ
た
限
凶
を
、
己
が
能

祭
の
修
練
に
よ
る
と
附
し
て
、
そ
の
迎
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

抗
山
侠
前
川
利
保
大
地
寺
侠
前
川
利

干
の
訟
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

サ
ル
ガ
パ
掻
ヶ
場

臥
説
部
寺
山
の
内
の
小
字。

サ
ル
ガ
ハ
ナ
猿
ヶ
鼻

白
山
の
u
出一時
口
殺
山
町
な

る
間
行
坂
の
北
に
在
っ
て
、
中，
川
に
臨
む

E
践
で

あ
る
。

こ
の
印
刷
を
叫
き
と
い

」
の
は
、
被
γ

ぬ
か
ら

中
，川
を
見
下
す
か
ら
で
あ
る
。

サ
ル
シ
マ
猿
島

眼
品
川
公
削
m
m
c
、
能
管
ね

な
る
泌
と
の
川
に
在
る
。
大
き
さ
一
八

O
米
に
九

O

米
間
。
そ
の
附

ιに
附
は

L
0
・北
は

L
品
が
あ
る
。

サ
ル
h
M

ニ

猿

ハ合

同
主
縦
長
坂
山
の
聞
方
に
あ

る
渓
谷
で
、
そ
の
水
例
以
川
川
に
注
ぐ
。

サ
ル
ノ
ツ
ラ
猿
の
面

白
山
の
御
前
院
と
別
山

と
の
附
に
在
る
山

o
m
m一一
一
一一一

O
米。

サ
ル
ノ
ヲ
ガ
セ
訟
の
一宇
特
向
山
地
乃
で
は
さ

る
の
を
が
せ
を
狼
の
糸
判
と
も
、
さ
が
り
苔
と
も
、

狐
の
を
が
せ
と
も
、
鈴
誌
と
も
い
ふ
。

サ
ル
ハ
シ
磁
橋
河
枯
刈
似
他
山
内
に
あ
る
小

字
。
狼
俄
と
名
づ
け
る
佑
き
舗
が
あ
っ
た
の
が
H
U
れ

に
な
っ
た
と
い
ふ
。

ザ
ル
ハ
シ
援
措

回
京
地
阿
帰
郷
に
隠
す
る
畑
山

古
川
。
阿
岸
川
に
架
け
た
的
を
制
制
的
と
い
う
た
か
ら
、

い山
名
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

ザ
ル
パ
パ
ジ
ガ
タ
猿
馬
場
地
方

能
美
榔
例
措
祁

郷
に
印
刷
す
る
附
の
内
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
に
主
白

羽
立
の
狼
脂
製
と
し
て
取
扱
う
た
こ
と
も
あ
る
。
後

j
 

却
に
仰
に
併
A
H
し
た
。

サ
ル
マ
ハ
シ
掻
廻

滞
政
の
時
、
被
廻
は
五
月

サ
ル
1

サ
ン

九
且
の
二
次
に
城
一
卜
に
来
た
o
趣
巾
の
二
上
村
か
ら

出
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ザ
ル
マ
ル
ジ
ン
ジ
ヤ
猿
丸
神
紅

石
川
淵
笠
界

に
鋲
脱
す
る
。
式
内
等
一的
枇
記
に
、『
狼
丸
榊
祉
。
石

油
郷
銃
抑
村
銀
陸
。
幣
=
抑
制
丸
宮
サ
石
部
三
輪
紳
枇
之

末
枇
也
。
祭
制
不
称
。
策
的
批
也
O
』
と
あ
り
、
元副肺

六
年
の
川刊
訂
狼
丸
一
日
銀
の
序
に
は
、『
加
府
の
M
W
笠
間

郷
と
言
里
に
、
続
丸
大
夫
の
m
回
一
阪
の
跡
有
。
然
は
」

り
た
る
創
有
o
t
n
は
桜
丸
の
一
品
と
rd
へ
り
。
』
と
あ
る

如
〈
、
古
〈
秘
九
大
夫
の

mh跡
な
る
こ
と
を
似
へ
た

も
の
と
見
え
る
。
随
う
て
こ
の
宮
の
木
般
に
慨
符
品
開

と
石
刻
の
被
と
を
安
叩引
出
し
て
あ
っ
た
。
市
政
時
代
に

は
こ
の
包
に
世
の
昨
犯
を
行
ひ
、
そ
の
紳
木
で
あ
る

杉
に
餓
引
を
打
込
ん
で
呪
閉
す
る
即
叫
が
あ
っ
た
。
祭

砲
は
何
年
凶
月
二
刊
に
行
は
れ
て
桜
丸
祭
と
い
は
れ

て
ゐ
た
。

サ
ル
マ
ル
Z
ヤ
シ
ユ
ウ

猿
丸
宮
集
二
加
。
金

制
仰
の
例
入
三
十
六
討
。

出
校
の

『
御
削
の
織
の
苫
く

ら
の
木
院
か
な
』
を
波
句
と
し
て
石
川
郡
桜
丸
宮
に

判
中
納
し
た
歌
仙
が
あ
る
。
出
技
・句
笠
・友
田
時
そ
の
仙

の
仰
が
あ
り
、
也
知
仙
の

『
行
も
ま
た
末
た
の
も
し
や

腎
み
か
ん
』
と
挑
ん
で
乙
州
を
治
っ
た
句
は
、
他
の

集
に
比
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
序
は
γ

均
株
六
稔
由
民
間
粥

生
上
旬
六
々
階
。
映
は
山
茶
花
組
入
。

サ
ル
ヤ
マ

強
山

同
一
主
初
旅
先
の
北
に
在
っ
て
、

探
知
に
吃
ー
す
る
。

刊
さ
三
三
三
米
。
地
伐
第
三
紀

府
。ザ

ル
ヤ
マ
ザ
キ
掻
山
仰

臥
京
都
政
見
部
訴
の

両
方
な
る
脚
。

サ
ル
ヤ
ヤ
マ
猿
矢
山

臥
安
部
惣
倒
の
部
族
東

南
方
に
め
る
山
。一
川
さ
=
一
八
一
米
。
地
民
卸
石
安
山

川

44J
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4
 サ

ヲ
ト
リ
ニ
ン

サ
ン
ヱ
モ
ン
ダ
イ
三
衣
問
題

能
殺
の
総
持
寺

と
越
前
の
永
中
寺
凶
に
起
っ
た
勢
力
波
容
の

問
題

で
、
天
明
江
政
の
交
永
平
寺
の
玄
透
が
、
総
持
寺

側
の
仰
の
大
次
・七
保
・泊
艇
の
袈
裟
に
邸
山
町
を
附
し

た
る
を
用
ひ
る
こ
乙
の
、
宗
却
に
迩
ふ
を
お
府
に
出

訴
し
た
こ
と
か
ら
初
り
、
出
品
政
中
に
は
氷
川
ザ
寺
が
磁

階
部
の
後
仮
に
よ
っ
て
、
桜
町
を
し
て
問
苦
の
荒
川出

を
一
止
対
と
総
め
る
の
令
を
波
せ
し
め
た
。
然
る
に
加

賀
滞
は
総
持
寺
の
敗
訴
を
以
て
滞
の
而
自
に
闘
す
る

と
し
て
抗
策
す
る
防
が
あ
っ
た
か
ら
、
幕
府
は
間
五

年
四
且
、
=
一
次
は
則
ち
永
平
・総
持
二
寺
谷
従
来
の

償
問
に
従
ふ
べ
き
裁
決
を
下
し、

総
持
寺
は
之
を
米

院
に
通
牒
し
た
。
然
る
に
永
平
寺
は
未
だ
こ
の
決
定

告
を
得
ざ
る
を
理
問
と
し
て
不
平
を
喝
ら
し
た
が
、

諒
府
は
六
年
六
且
十
四
日
凶
邸
多
地
の
際

一
宗
門
の

事
践
を
許
さ
ず
と
い
ふ
の
で
之
を
楽
却
し
、七
年
ハ
出

延
元
〉
二
月
訴
れ
て
三
衣
は
間
昔
の
志
趣
次
第
た

る
べ
き
を
告
げ
、
亦
別
に
佐
川
口
を
必
町
、
町
制
宗
一
の

三
次
は
永
平
寺
の
主
艇
を
辿
則
と
す
る
も
、
特
に
加

賀
・能
管
・越
中
の
仰
に
限
り
、
山
川
上
絡
の
掛
合
の

外
、
門
出
組
あ
る
も
の
を
別
ふ
る
を
妨
げ
ず
と
し
た。

ザ
ン
エ
ン
シ
シ

杉
垣
私
史

一
加
。
大
型
等
部
耐

士
松
江
氏
口
の
答
。
文
久
二
年
の
坂
下
門
事
鈍
か

ら
、
医
師
山
三
年
徳
川
町
民
留
の
二
係
城
退
去
に
主
る
ま

で
の
、
滞
内
外
に
於
け
る
史
引
を
悦
文
明
、古
い
た
も

の
。
常
時
石
川
事
輔
が
一
京一
泊
に
在
っ
て
報
ず
る
所
に

凶
る
と
い
は
れ
る。

サ
ン
オ
テ
ラ
三
御
寺

I
v
サ
Y
ガ
ジ
三
間
帯
。

サ
ン
ガ
=
一
ケ

三
?
日
の
開
。
滞
政
の
時
、
能

臣
官
で
一
且
苅
日
・
二
日・
=一
u
H
認
を
体
む
こ
と
を
い
う

た。
サ
ン
ガ
イ
シ
三
ケ
石

胤
品
川
泌
川
似
・久
木

に
産
す
る
お
材
。
卸
石
安
山
岩
で
、
脱
色
を
格
び
、

釘
緩
め
て
鍬
併
で
あ
る
。

サ
ン
ガ
イ
ヤ
グ
ラ
=
一
階
地

金
持
械
の
天
守
が

m
回日目
七
年
耐
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
の
で
、
奴
年
谷

間
U
Q上
に
三
併
出
引
を
恕
て
た
。
こ
の
三
険
給
は
一苅
和

六
年
及
び
流
氷
八
年
の
災
に
釈
鋭
し
た
か
否
か
は
明

ら
か
な
ら
ぬ
が
、
貸
出
町
沢
年
九
叫
附
か
ら
巡
見
上
伎
が

来
た
時
の
答
叫
に
、
『本
九
三
附
約
一
ヶ
閉
山
、
上
の一
山

二
間
四
方
、
巾
の
翫
三
州
国
方
、
下
の
京
五
問
問
方
』

と
あ
る
か
ら
日
時
も
も
し
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。

し
か
し
問
九
年
間
且
十
H
金
均
の
大
火
に
閉
山
抑
制
し
た

後
は
再
選
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

サ
ン
ガ
ヲ
コ
ウ
チ

算
皐
鈎
致

三
加
。
文
政
二

年
石
黒
信
州
の
諾
し
た
釘
百
で
、
そ
の
上
巾
容
は
辿

承
同
組
を
併
き
、
下
容
に
は
門
下
の
翠
納
釘
簡
を
認

め
て
あ
る
。
辿
放
と
い
ふ
の
は
、
諸
お
に
自
設
の
卸

凶
を
砲
し、

そ
の
僻
剛
刊
を
後
引
の
研
究
に
任
し
た
も

を
行
ふ
際
、
縄
張
人
に
印
刷
し
て
間
竿
を
執
る
も
の

で
、

m地
削
の
時
に
も
使
用
せ
ら
れ
た
。
竿
取
人
の

選
定
は
、
百
姓
中
か
ら
御
技
持
入
十
村
之
を
遺
び
、

改
作
泰
行
の
総
可
を
受
け
た
。

ザ
ヲ
ノ
ハ
ヤ
シ
竿
林

石
川
郷
寺
中
な
る
大
野

夜
制
批
の
町
四
位
地
を
、
務
停
の
佐
良
紙
竿
林
に
在
っ

た
と
し、

或
は
長
砂
山
竿
林
に
在
っ
た
と
も
記
さ
れ

る
。
竿
林
は
長
く
辿
鍛
し
た

森
林
の
惑
で
あ
ら
う

が
、
能
楽
郡
名
悩
誌
に
い

ふ
如
〈
、
安
宅
か
ら
{
日
臨

ま
で
掛
川
い
た
松
林
と
考
へ
る
こ
と
は
安
治
で
あ
る
ま

、。L サ
ン
エ
モ
ン
三
右
衛
門

金
搾
の
郊
帥
明
石
川
部

向

m泉
の
以
川
川
除
に
位
し
、
仁
磁
と
共
に
限
内
聞

の
一

入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
地
を
仁
阪
の
川
阪

と
い
ひ
、
V
〈
隊
内
側
預
り
の
宰
悶
闘
が
仁
被
の
邸
内
に

在
っ
た
勤
響
か
ら
見
れ
ば
、
仁
川
以
の
方
が
館
別
で
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
。

竿
原
人

間
耐
政
の
時
、
内
般
地

三
四
九


